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第 20回定例研究会 

 ＊2021年 7月 10日（土）13時 30分～15時 40分頃、Zoomによるオンライン研究会 

参加者 5名（個人会員 3名、非会員 2名）、＜文責在編集担当者＞ 

 

司会（浅生代表） 

ただいまから、愛知労働問題研究会の第 20回例会を始めます。司会は研究会代表の浅生

が務めます。今回の研究会は、この間いろいろなところで業務委託契約という形での働き

方が広がっているのではないかということで、田巻弁護士を通じまして、大阪の方で英会
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話学校 NOVAの業務委託契約の件で裁判を起こされたゼネラルユニオンの委員長の浅利さん

と、裁判を担当された弁護士の村角さんに報告していただきます。では、最初に、浅利さ

ん、よろしくお願いします 

 

Ⅰ 報告：英会話講師の労働者性について（NOVA 事件報告）   

       村角明彦さん（大阪弁護士会・大阪労働者弁護団・日本労働弁護団所属

弁護士）、浅利俊明さん（ゼネラルユニオン委員長） 

 

浅利さん 

ゼネラルユニオンの委員長を務めています浅利と申します。どうそよろしく。はじめに

ゼネラルユニオンとは何者かということを簡単にお話します。設立しましてから今年でち

ょうど 30年目になります。30年前は大阪の片隅で本当に小さい規模で出発しましたが、30

年経ちまして都道府県ごとに濃淡はありますが、一応、北海道から沖縄まで組合員が活動

している状態になっています。どんな人間が組合にいるかということですが、出発点から

「ゼネラルユニオン」ですから、名前の通りどなたでもいらっしゃいということで始めま

した。いろんな経過を経て、今のゼネラルユニオンは、基本的に教育に関連した領域に、

具体的には、幼稚園から大学に至る教育機関で働いている者と民間の語学学校などで働い

ている者が中心でして、言ってみれば、教育関連の産業別労働組合という色合いの強い組

合になっています。もちろんそれ以外の産業で働いていらっしゃる方々もいます。また、

これは意図したわけでも何でもないのですが、今のところ外国籍の組合員が多数を占めて

います。もちろん日本の組合ですから、日本人もいます。 

活動の中身ですけれども、普通の労働組合ですから、組合員の雇用や労働条件、生活問

題などいろんなことに取り組むのですが、内容から言いますと、「既に法律で保障されて

いる中身を実際に実現する」ということが組合活動の半分以上を占めているという状態で

す。ですから、あまり目立ったことや変わったことはしていません。本当に基本的なこと

をやっています。 

以上がゼネラルユニオンはどんな組合だと聞かれた時にご説明をしていることです。 

 

１．問題の背景 

つぎに、本論といいますか、NOVA のことで、私どもの組合員が何で裁判を起こしたのか

という事をちょっとご説明しておきたいと思います。 

1990 年代から日本に外国から働きに来られる方がだんだん増えて、外国語を教える会社

が沢山できまして、外国籍の方が先生として英会話学校などで教えることが広がってきま

した。この人たちは本当に無権利、有給休暇も保険も何もないという状態でした。ですか

ら、そういう人たちが、自然と、当時、小さかった私どもゼネラルユニオンに相談にくる

ようになって、組合の活動、組織づくりが始まったという経過がございます。 

皆さんご存じかも知れませんが、GABA という英会話の会社がありまして、ここが大手の

中では初めて、今日問題になります業務委託、これで講師を働かせ始めました。これが、

GABA という会社 1 社がやっていることであったならば事情が違ったのですが、他の会社も

これはいいぞと取り入れて、NOVA も始めたのです。それを目の当たりにして、私どもはこ

ういうやり方が労働者の中に広がっていくならば、権利も何も無くなるわけで、何とかな

らないかということで、当初は行政機関、労働基準監督署とか、労働局とか、その辺のと

ころにいろいろ相談に行ったりしたという経過があります。残念ながら、その段階では基
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本的には行政機関は「いや、業務委託契約なのか、労働契約なのかわかりません。」、「判

断のしようがありません。」、「もう、裁判に行っていただくしかありません。」という

風な対応でした。 

そういう経験を経まして、先ほど申しましたように、こういう事態がまかり通って広が

っていくとしたら大変なことになるということで、我々はまず労働の実態を良く調べまし

た。そして、NOVA の中で業務委託契約の先生と雇用契約の先生が並んで同じ仕事をしてい

る、そういう実態を掴んだ上で、組合で相談して個々の組合員の利益の問題でもあるけれ

ども、そこに留まらないで、社会全体にこういう動きに対して強い警告を発する必要もあ

るということで、組合員が原告になって裁判を起こそうということを決めて、他の組合の

方の支援もいただき、裁判をすることに踏み切りました。一言でいえば、業務委託契約で

の働き方が広がっていくと、労働者の権利なんか無くなってしまうので、それに対抗する

ことをやらなければならないということで、いろいろな方の支援をいただいて踏み出した

というのが裁判を始めたきっかけ、出発点でした。村角さんの裁判の中身に関する話を理

解する上で、背景として、はじめにご報告させていただきました。 

 

司会 

ありがとうございました。続いて村角さんからお願いします。 

 

村角さん 

弁護士の村角と申します。よろしくお願いします。私は弁護士になって 8 年目です。近

畿大学のロースクールを修了しました。当時、近畿大学のロースクールの労働法の先生は

西谷先生と奥田先生でした。これまで労働問題に取り組んでまいりました。大阪労働者弁

護団や日本労働弁護団にも所属しています。この関係で、ゼネラルユニオンと一緒に仕事

をすることになりました。この事件は定岡弁護士と一緒に担当しました。労働問題以外に、

被爆問題も弁護士になってから取り組んでいまして、いわゆる在外被爆者問題、被爆後に

母国に帰るという方の問題ですとか、被爆二世、被爆者の子どもの問題について、長崎や

広島で今も裁判をしています。 

 

２．提訴 

NOVA 事件の話に戻りますけれども、先ほど、浅利さんからお話があったように、この業

務委託契約という働かせ方を広めさせない、労働者性を裁判所に判断してもらうという裁

判をすることになりました。報告要旨の 1 頁目に「管轄の問題」と書いてあります。これ

は何かと言いますと、外国人の労働者の場合、契約書で裁判所はどこそこでと書いてあり

ます。日本人の雇用契約書にはあまり書いてないのですけれども、外国人の場合はなぜか

入っています。NOVA の場合で言いますと、名古屋か東京でと書いてあったので、どちらか

を選択するということになるのですが、尋問などがあるときのことを考えて、大阪に近い

名古屋を選択したということです。関係者がほとんど大阪在住でしたら、民事訴訟法 17条

を使って大阪地裁でという話もあるのですけれども、原告の方のお住まいがバラバラでし

た。大阪の方も静岡の方もおられましたし、アメリカやカナダの方もおられましたので、

ちょっと大阪でというのも難しいですし、大阪で裁判をすると 1，2か月管轄の問題で無駄

になってしまう可能性もあるので、舞台を名古屋に設定したということです。 

「打ち合わせの問題」ですが、アメリカ・カナダ・大阪・静岡ということで、なかなか

時間の調整など難しいところでしたけれども、今のようにズーム（Zoom）が発展していな
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かったので、当時はスカイプ（Skype）で会議をしました。今日は、ゼネラルユニオンの事

務所で報告させていただいていますが、まさにここで打ち合わせをしていました。今日と

同じような形式で行われていたということです。 

裁判所に対して労働者性を判断させるということですが、実は原告の皆さんは提訴前に

NOVA を辞めていたということがあって、その中で裁判所に労働者性を判断させるにはひと

工夫が必要だったのです。1 人でも NOVA に残っているという事でしたら話は違っていたと

思うのですけれども、かなり工夫がいったということは後程説明いたします。労働者性に

ついてはいろいろな見解や書籍などもあるので、簡単にピックアップしておきました。 

資料 1の労働基準法研究会報告（昭和 60年 12月 19日）、いわゆる労基研報告と言われ

ていますが、労働基準法上の労働者性の判断基準として、これは今でも使われていますし、

提訴した後に被告からこれが証拠として提出されましたし、基本的には労働者性の判断は

この労基研報告をベースに争われることになりました。釈迦に説法かもしれませんが、こ

の労基研報告では使用従属性に関する判断基準などが、つらつらと書かれていますけれど

も、訴えに当たってはこれも参考にしました。 

この労基研報告から、その後、行政通達で、バイク便の配達者に関するものが出される

とか、労働者性検討専門部会の報告（平成８年３月）で、建設業の手間受け業者の従事者

とか、芸能関係の判断基準とかが示されてきています。また、平成 23年には労使関係法研

究会報告ですね、これは労働組合法上の労働者についての報告ですが、こういう報告もな

されています。労働者性と言いますと、いろいろな法律に共通するところですが、同じよ

うに考えたり、考えなかったりということで、労働基準法上の労働者と労災保険法上の労

働者は大体同じように考えていると、今、言われています。労組法上の労働者は緩やかに

考えられているというところはありますが、地裁の判断を見るとよくわからないところが

あります。労組法上の特徴は、その方が会社の組織に組み込まれているかどうかの視点が

考慮されるということで若干違うかなと思いますが、どのくらい違いがあるのかというの

はなかなか分からないところです。 

さらに、労働委員会命令、先ほど、浅利さんから説明がありましたけれども、GABA 事件

でも労働者性を争っています。労組法上の労働者について、大阪府労働委員会に不当労働

行為救済申立てをした事案があって、その労働委員会命令では英語のインストラクター、

英会話の先生ですが、その労働者性が認められた命令がありますので、これも裁判では参

考にしました。 

あと、書籍ですが、提訴時に見ていたのは「労働者概念の再構成」（川口美貴著）、関

西大学の川口先生の書籍ですけれども、この書籍は仕事の内容、種類ごとに労働者性の裁

判例が紹介されていて、担当する事案に応じて調べやすいので、参考にしましたが、英会

話の先生についてはこれまで争われたことがないようで載っていなかったです。最近、「労

働者の基本概念」（橋本陽子著）が出されていますが、これは今労働者性を争おうと思っ

たら、これもいいかなと思います。以上、労働者性に関する書籍、労働委員会命令、行政

の解釈ついて紹介しました。 

 

３．事案の概要 

事案の概要ですが、これは浅利さんが説明したとおりです。原告は NOVAの英会話講師６

名です。業務委託契約という形を取られていましたけれども、実質的には労働契約である

として、労働者性（労基法等）を争った事案です。事案の説明ですが、2015 年に NOVAの英

会話講師となった約 220 名中約 190 名（９割近く）が業務委託契約とされていました。先
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ほど浅利さんから説明がありましたとおり、この事案の特徴は、一言でいうと、労働契約

の講師であっても、業務委託契約の講師であっても、仕事の内容や規律が全く同じであっ

たことです。講師の方は、委託と雇用、自分がどっちかわかっていないのです。全く同じ

研修を受けて、同じ働き方をしていました。労働基準法上の労働者は、地裁など裁判所の

判断でも違うことがあって、なかなか予測がつきにくいところがありました。裁判例を調

べても、それが参考になるかどうかが分からないところもあります。見通しが立ちにくい

ところがあったと思います。労働者性でよく問題になるのは、建設業の 1 人親方の場合で

すね。そういう方については行政もある程度の指針を示してはいますが、実際のところは

労働者性が認められるか否かはすぐにはよくわかりません。そこで、裁判をするにあたっ

ては、事案を一言で説明出来たり、メッセージを伝えたりできると裁判所も受け止めやす

いかと思い、NOVA の件では、訴訟を通じて「委託も雇用も一緒ですよ」、同じ研修を受け

て、同じ講義をして、同じ規律を受けているということを、メッセージとして訴え続けま

した。だから、労働者性を争う場合、何かこういうメッセージ性が必要なのかなと、今は

思っています。 

それで、裁判所に何を求めるかということです。通常、労働者性を争うケースは、働い

ている時に事故にあい、労災請求をしようとしたけれども労働契約ではなかったというケ

ースが多いのですが、今回はそういうケース・事案ではなかったので、労働者であること

を前提に何らかの請求をしなければいけない。そこで考えたことは、昔、八千代交通で年

休（年次有給休暇）の出勤率 8 割要件の計算の問題が出てきたときに、裁判では何月何日

の時点で何日の年休があるかを確認する裁判があったので、この辺りを利用できないかと

いうことで、本来労働者であれば年休があったはずなのに、業務委託として扱うことで年

休を使えなくしたという年休権を侵害しているということで損害賠償を請求として入れた

ことです。 

もう 1 つは、NOVA だけに限らないのですが、どういうわけか外国人を社会保険に入れな

いという問題が過去にあって、行政も平成の初期くらいになってから、加入しなければい

けないという指導をするようになってきているようですけれども、それでも社会保険には

入れないという問題がありました。他の事件で会社が健康保険に加入させなかったことに

よって、健康保険料より高い国民健康保険料を払わなければいけなかったというような裁

判をしたことがありましたので、このケースを参考にして加えたのが、報告要旨１～２頁

の第 3 の②と③です。昔は、健康保険や厚生年金に加入しなければいけない義務は公法上

の義務だという判断がありましたけれども、今は公法上の義務に留まらず私法上の義務、

雇用契約上の義務（ないし付随義務）とか、不法行為の注意義務になるという裁判例が多

いという印象です。社会保険に加入させなかったことによる慰謝料請求と、それより高い

国保の保険料を払ったので、その差額を払えという請求を付け加えました。 

 

４．第一審判決（名古屋地判令和元年 9月 24日、資料２）のポイント 

2017年 9月に提訴に至りました。名古屋での裁判でしたので、NOVA側は、名古屋の佐藤

法律総合事務所の弁護士が担当しました。裁判が進んで、お互いの主張は尽くされて尋問

という流れになりました。尋問は、原告からは静岡在住の方に来てもらい、NOVA 側も担当

者に来てもらって話をすることになり、尋問が終わって弁論終結、次回判決ということに

なりました。ところが、その後で裁判所から連絡があり、裁判所としてもう少し検討した

いと、お互い、この点について回答してほしいという流れになり、裁判が続きました。裁

判官がどういうところに興味を示したかというと、例えばですね、年休の 8 割出勤要件は
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どうなのですかとか、損害に関する主張を追加してくださいとか、そういう裁判所からの

お尋ねがありました。 

以上の経過を見て思ったことですが、どうも裁判官は、当初 NOVAを勝たせるつもりだっ

たように思います。労働者性を否定して年休の話や健康保険の話にいかないという考えだ

ったように思います。それが尋問を踏まえて、いざ、判決を書こうとしたときに、これは

どうも違うと、結論が逆になりそうだということで、判決を止めて年休とか健康保険の話

とか、その辺をさらに聞いた、そういう流れだったと思います。この段階で、これは 1 審

勝つなと確信しました。それで判決が出ましたが、予想どおり勝訴判決でした。 

それで、判決の内容を説明しますと、資料を付けていますので、ご確認いただきたいと

思いますが、2つの点ですね。まず、労働基準法上の労働者については、いろいろ判断して

いるのですが、やはり雇用講師との比較がされて、指揮監督の面でも雇用講師と同様とい

うような判断がされていて、こちらの意図が伝わったように思います。たとえば、NOVA の

英会話学校では、先生は月曜日・火曜日の何コマを担当するというように決まっているの

ですが、生徒さんが WEB でその日に受けたいと予約するのです。その日、レッスンが行わ

れるのですが、場合によっては、生徒さんがキャンセルをして来ないということがありま

す。そういう時に契約ではどうなっているかというと、授業の無い時には販促活動を行う、

NOVA のチラシを配ったりする活動をしていたのですが、業務委託では想定できない仕事も

させられていた、こういう点も地裁は取り上げました。また、報酬も雇用と委託がそんな

に変わらなかったということ、実際は、委託の講師は委託期間が終了するとお金をもらえ

るのですが、その辺りは重視されていませんでした。さらに、NOVA では兼業が一応できる

ことになっています。要するに、他の仕事もできたということですが、ただし、実際週約

30 時間勤務の方もいましたので、事実上兼業はできないでしょうということで、NOVA以外

で働くことはなかなかできないと、NOVA への専属性が高いという判断がされています。そ

ういうところを踏まえて、労働者性を認めたのが 1審判決です。 

つぎに、労働者性が認められたということを前提に、損害について裁判所は計算に入る

のですが、ここでは１つだけ説明します。社会保険の加入条件ですが、昔は「内かん」と

いうもので、いわゆる 4 分の 3 ルールというのがありました。通常の労働者の週所定労働

時間の 4分の 3を超える者は社会保険に加入しなさいというルール、法的根拠は別にして、

こういうルールがありました。原告の方は週の労働時間が 29 時間 20 分ということで、週

40 時間の 4分の 3は 30時間なので 40分足らないということでした。しかし、NOVAでの働

き方に着目すると、１回のレッスン時間は 40 分で、次のレッスンまでに 10 分の時間があ

ります。NOVAは、この間の 10分間のうち 4分間を仕事時間と見たのですね。授業の終わっ

た後の評価とか、次の授業の準備などで 4 分間は仕事、6 分は休憩という形で NOVA は捉え

ていたのです。けれども、何か 4分って変だなと、それは、週 40レッスンで、１レッスン

の 4 分が 5 分だったら、週 40 分増えて週 30 時間になります。これはかなり脱法的なとこ

ろがあるなということで、そういうところを踏まえて主張すると、29時間 20分というのも、

だいたい 4 分の 3 ということで、健康保険の加入資格はあるでしょうという判断がされま

した。 

地裁で判決に至るまでには、一応、和解の話が出てきました。NOVA 側は、お金は払って

もいいけれども、労働者性、労働者であることは認めないということでした。こちらも同

じで、労働者性は譲れないということで和解に至らず、どちらも労働者性の点は重視して

いたということです。 
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５．控訴審判決（名古屋高判令和２年 10月 23日、資料３）について 

それで、被告（NOVA）が控訴して、舞台は名古屋高裁になりました。名古屋高裁では NOVA

側の弁護士が代わって、東京の弁護士になりました。長嶋・大野・常松法律事務所でした。

控訴審での書面の内容は第１審とあまり変わらなかったのですが、31 頁でやたらと長い、

そういう書面が出てきました。ただ、あまり核心はついていないなということで、こちら

も簡単な書面で応答しました。地裁と同様に、少し和解の話がありましたけれども、労働

者性という点はお互い譲れないので、判決となって、高裁判決も第 1 審の判決を維持する

ということになりました。時間の関係で高裁判決の内容は割愛しますが、根本的には 1 審

と同じです。雇用講師と委託講師との間に違いはあまりないというところを取り上げまし

た。 

今回の控訴審判決でこちらの懸念事項の１つは、英会話の講師になる人は委託契約か雇

用契約かの選択をしていたという NOVAの主張です。講師がどちらかを選んでいたと主張し

ていたのですが、我々としては労働者であるかどうかの問題について、選択していたかど

うかは全く関係のないことだと主張しましたけれども、裁判官はそこにこだわっていまし

た。NOVA もこだわっていて、その辺は争点で気にはなっていたのですが、結論に影響しま

せんでした。 

高裁判決で 1 審維持という勝訴判決の後に、NOVA の代理人から電話があり、上告はしな

いということで判決は勝訴確定しました。報告要旨の最後に書きましたが、この判決は、

ちょっとこれまでの労働判例とはタイプの違った判例として『労働判例』（雑誌）にも掲

載されたと理解しているので、こちらもご確認していただければと思います。判決が確定

したということで、組合員と組合、NOVA はどうなったのかということは、浅利さんにバト

ンタッチしたいと思います。 

 

浅利さん 

 

６．判決確定を受けて 

判決が出て、それがどんな影響があったのか、現状を簡単に報告したいと思います。原

告側が名古屋高裁でも勝って、NOVA も上告を止めたということで判決は確定しましたが、

判決が確定する前に、先ほど村角さんから報告がありましたように、そうなりそうだとい

うことがわかっていましたので、NOVAに対して「この業務委託契約は労働契約になるので、

何年か続いたこの問題を解決しませんか、それがお互いに良いじゃないですか」というこ

とを働きかけました。しかし、NOVA は、この判決は原告だけの問題で全体のことではない

という姿勢を、結局、今も取り続けています。これが実際です。 

では何も影響はなかったのかというと、そんなことはありません。NOVA は、この問題に

ついて本気で争うことで勝ち目はないと思っています。その証拠として、つぎのような事

実があります。昨年新型コロナウィルス感染が日本で勃発したとき、NOVA では授業が相次

いでキャンセルされ、組合員、非組合員問わず、先生たちは収入激減の危機に直面しまし

た。この問題をマスコミが取り上げたこともあり、2つの興味深い動きがあったのです。１

つは業務委託契約の講師について、業務委託契約は雇用契約ではないので、使用者は労基

法上の休業手当を支払う義務はありません。ところが、NOVAは業務委託契約の講師に 30％

ですが、報酬の補償をするということで支払ったのです。もう１つは、「委託契約の人が

雇用契約に切り替えたいと希望すれば受け入れます」と、NOVA が言ってきたのです。これ

は裁判の進行とその影響以外に考えられない事実です。そういう意味で非常に大きな影響
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を与えました 

では、NOVA はすっかり心改めて、労働者性を認めるようになったのかというと、なって

いません。先ほど、村角さんから報告のありました 6 分の休憩時間の話、10 分の休憩時間

の前後 2 分は労働時間として認めるが、中間の 6 分は休みだという話ですが、実際はその

10 分を働かないと授業は回らないのです。したがって、先生たちはそうしているのです。

これはずっと団体交渉の議題にもなっていますが、NOVA は、「会社としては仕事をしろと

命令していません」と言い続けて、この点については態度を改めていません。したがって、

組合としても個々の組合員に対して、日本年金機構に対する社会保険加入資格の確認請求

をやり始めています。1人 1 人が休み時間にどんなことをしたか、みんな記録をつけてそれ

を添付して確認請求をしています。ただし、それを所轄している日本年金機構がどう扱う

かは彼らが決めることですから、我々は仕事をしてくれるだろうと期待を持って見守って

います。しかし、楽観はしていません。つまり、NOVA が否定し続けている社会保険の加入

資格があることを、NOVAに認めさせる取り組みは続いているということです。 

もう 1 つ、ご承知と思いますが、来年 2022 年 10 月 1 日から社会保険の加入要件が変わ

ります。週 20時間以上働いている人が加入する人数要件が、今はフルタイムで働いている

人が 501 人以上であったものが、101 人に落ちます。そうすると、みんな 20 時間以上働い

ていますから、週 30 時間か 30 時間未満かで争うことはほとんど意味が無くなります。だ

から、何もしないと来年 10月以降、みんな社会保険に加入させざるを得なくなるので、今、

NOVA がやろうとしていることは、委託の方の条件を今よりちょっと良くして、委託の方が

魅力的に見えるようにして、働いている人が「雇用より、委託の方が良いと」思う方向に

誘導しようと一生懸命やっています。これには理由があります。我々自身が詳しく計算し

たわけではないのですが、雇用と委託の経費を比較すると、雇用の方が使用者側の負担が 3

割近く増えるのではないかと言われています。この 3 割を減らすために、少し委託の条件

を良くして、そっちに行くように仕向けようとしているのです。  

そういう意味では、冒頭に報告したように、かつて労働者の誰もが無権利だった時代に、

それを訴えて組織していった頃とは時代が違い、内容が違っても、労働者の皆さんに本当

はどっちが得でしょうかと問いかけて、組織していかなければなりません。GABA は相変わ

らず業務委託契約を続けていますから、NOVA の裁判で勝利し一定の成果があっても、お金

で釣って労働者を無権利のまま働かせる状態を無くしていくことは、今でも大きな課題で

あり続けていると僕らは自覚していまして、そういう取り組みを続けていかなければいけ

ないと思っています。以上です。            （＊以上、報告時間約 59分） 

 

司会 

村角さん、浅利さん、直接、問題に関わっていないと分からない細かなことまで含んだ

報告をありがとうございました。先ほど、報告の途中で休憩を取りましたので、このまま

質疑応答、意見交換に入っていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。参加者が少な

いですが、ご質問等ありましたら、よろしくお願いします。 

 

Ⅱ 質疑応答など 

 

発言者 

最初に 1 つ。NOVA などの英会話学校で日本人講師はいるのですか。数は少ないでしょう

が、外国人講師と比べて何か違いがありますか。 
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浅利さん 

日本人講師は、数的には圧倒的に少数です。国内か国外で外国人講師をリクルートして

雇う、というのが基本的なやり方です。 

発言者 

そうですか。私が昔、接していた外国人の場合、すぐに本国に帰るから年金や医療など

も金だけ取られて困るので入りたくないとか、あるいはいつ帰るかわからないので入らな

いという人もいたように思うのですが、その辺は、今変わってきているのですか。 

浅利さん 

それは歴史がありまして、日本に働きに来る外国の方がずっと増えた当初、1990 年頃か

ら増えるのですが、日本にパッと来て、何年か働いてパッと帰るという、こういう人が圧

倒的だったのは事実です。したがって、使用者が法律を無視して社会保険などに入れない

というだけでなく、働く方もまた、「そんなものに入ったって損だ」というような考え方

があったのは事実です。しかし、時が流れるとともに変化があります。１つは、各国との

間で、特に厚生年金について社会保障協定が追加的に結ばれているのですね。つまり、一

定の条件があれば、社会保険料を払っても損しないという国際的な動きがあります。もう 1

つは、日本で定住してしまう人が増えている、日本で働く期間がだんだん長くなって来て

いるという客観的な事実があります。さらに、これは微力ですが、私どもを含めて、たと

え、外国人であっても日本にいるときに労働者としての権利への自覚が昔に比べれば、一

定進んでいます。こうした要因が変化としてあると思います。 

村角さん 

補足しますと、年金については、昭和 60年以降に脱退一時金という制度が出来て、それ

で掛け捨てが、ちょっと和らいだということが 1 つですね。さきほど言われた社会保障協

定があることによって、日本における年金の支給要件は 25年でしたが、今は支給要件が 10

年なのでさらに支給を受けやすくなる、ということで加入しやすくなると思います。 

昔は、外国人の方はすぐに帰るから社会保険に入らないことを了解したということが、

裁判で割と出てくるのですね。例えば、過去 10年くらい社会保険に入らず、損害賠償請求

をしたようなケースの場合で、「いや、加入しないことについて本人が了解した」という

ような、だから不法行為はないというような主張です。そもそもそういう同意があったの

かという問題と、そもそも同意が出来るのかという問題があります。これは、過去に、奈

良の事件だと思いますが、豊國工業事件では、同意があっても駄目だという判断がなされ

ていて、同意の立証がそもそも難しいので、会社側の同意があったという主張にも、なか

なか裁判所はそうだということにならないのです。また、同意があったということは過去

の問題なので、その当時どういうやり取りがあったのか、会社側が立証できないこともあ

ると思います。 

司会 

どうもありがとうございました。 

発言者 

今日は本当にありがとうございました。非常に勉強させていただいています。さきほど

のお話で、長い取り組みの中でこの裁判をされたことが分かったのですが、誰が原告にな

るのか、働き続けている人は原告になるのは止めておこうなど、いろいろなことがあって

こういう原告の形になったのかなと思いますので、差し支えない範囲で原告の皆さんが選

定された理由があるのかないのか、教えていただければと思います。 

浅利さん 
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「裁判をやる」と言って、いっぱい手を挙げた人の中から選んだのではありません。い

い悪いは別にして、それぞれの人なりに決意もあれば、心配もあればという中で、意を決

して、手を挙げた人たちが原告になったということです。それが実際でした。 

村角さん 

それに、裁判が長くなったので、帰国した原告の皆さんと連絡を取るのが難しくなった

ということがあります。特にアメリカ・カナダの人はですね。 

発言者 

最近は、コロナ禍で行っていませんが、私も名古屋地裁にしょっちゅう出かけます。裁

判を支援した人たちには、名古屋のゼネラルユニオンの人たちもいるのではないかな、支

援体制はどうなっていましたか。 

浅利さん 

ゼネラルユニオンの組合員は名古屋にもいます。それと、私どもの本部は大阪にありま

すから、大阪での労働組合でのお付き合い等々がございますので、例えば、裁判への資金

援助面も含めて、出発に当たっては支援をいただいたこともあります。 

村角さん 

名古屋の公開の法廷で基本的にはやり続けたのですが、名古屋のゼネラルユニオンの方

には傍聴していただきました。ゼネラルユニオンの組合員の皆さんは、大阪でやっても、

結構来てくれます。 

発言者 

日本では、休憩時間や労働時間の計算の仕方が世故いというか、今日の報告でも 10分中、

前後 2分がどうこうという、ちょっとびっくりですね。 

浅利さん 

それは NOVAだけではありませんね。例えば、社会保険の週 30時間の話で、ALT（Assistant 

Language Teacher：外国語指導助手）といって学校に英語のアシスタントを派遣すること

が全国で行われているのですが、これを調べてみると、週 29.5 時間という契約、つまり、

週 30時間に 30分少ない契約を結んで、ALTの人たちに社会保険の資格を与えないというこ

とが、今も罷り通っています。これは深刻な問題で、ALTは公立学校で勤務していますから、

契約金で支払われるお金は税金です。つまり、それぞれの都道府県や市区町村の教育委員

会の少なくない部分が労働者の権利問題に無関心で、安ければよいと、これだけでやるも

のですから、当然、社会保険の負担をしなくて済む、会社は安くて済むわけですね。そう

いうギリギリのところでの脱法ビジネスが、まだ罷り通っているということが実際なので

す。 

発言者 

愛知の公立学校では、教員が部活をいくらやっても、労働時間と認められず、すごい長

時間労働で、これもほとんど不払いですが、ALT の派遣でもそうなのですね。相当労働時間

にはルーズというか、日本の場合、春闘、春闘で来たものですから、労働時間短縮闘争は

相当遅れてしまい、とくに過労死がそうですけれども、その弊害が至る所に出ています。

お話を聞いて、全部共通していて、労働者の権利が守られていない、あちこちで侵害され

ているのではないかと、つくづく思います。どうもありがとうございました。外国の方、

実習生・研修生もそうですが、無茶苦茶にやらされて、人権を無視されて扱われたりして

いるので、我々としては、たまらないのですけれども、本当にみんな手を結んで協力して

やって行かないといけないとつくづく思います。ところで、NOVA という会社は、経営がお

かしくなっていったん潰れたのではないですか。 
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浅利さん 

今の NOVAは新生 NOVA です。駅前留学で有名になったのは、先代の NOVAで、経営者が逃

亡して、潰れたのです。 

村角さん 

別の会社が商号を変更して、今の NOVAに変えたのです。消費者金融でもそういうことが

ありました。商号は一緒だけど、中身は違います。 

発言者 

そうですか。他のところでもそうですが、実際は労働者なのに、労働者ではないという

ことで、扱い方をぞんざいにされたり、いろいろなことがやられたりして、こういう業務

委託で、経営者が悪徳なことをやっているのは、たまらないですね。 

村角さん 

トラック運転者（労働者）なんかもよく聞きますね。会社が最初に車（トラック）を買

って、その代金を毎月労働者に負担させて、支払いが終わったら労働者に車をあげるとい

うやり方で、結局労働者が車を持ち込むみたいな形です。 

発言者 

提訴の前に、いろいろな行政機関に申告とか申出とか相談とかに行ったけれども、全く

話にならなかったということでした。こういう業務委託や個人事業主という形が結構多く

の使用者側に使いやすくなっている背景として、裁判をしないと労働者性が認められない

というようにハードルの高いことがあると思います。だから、行政段階でもう少し機能し

ていると違うのではないかということで、差し支えない範囲で結構ですが、行政機関に行

ったら門前払いなのか、話は聞くけど指導権限がこの分野に関してはないというのか、そ

の辺りの対応を教えてください。 

浅利さん 

それには、実感を込めてお話したいことがありましてね。申し上げたいのは、個々の行

政機関の問題ではなくて、例えば、労働法です。私どもは専門家ではないので、外国の条

文との比較をしたことはないのですが、外国から来た人に聞くと、日本の法律（労働法）

の条文は素晴らしい、悪くないという意見が圧倒的に多いです。完璧という意味ではない

ですよ。ところが、問題は、法律には書いてあるのですが、実効力がないのです、つまり

強制力がないのですね。使用者に「この法律を守らなかったらまずいことになる、守らな

ければいけない」と思わせて法律守らせる力が弱いのです。そこでどうなるのかというと、

「裁判に行ってください」となることがあります。 

労働法を所管する行政機関の執行力が貧弱で、執行力を持っているのは労働基準監督署

です。監督署は逮捕もできますから、警察と同じような力を持っているのですが、労働基

準監督署の実際を見てみると、労働法を執行力で守らせるという体制から言えば、実に人

数も少なくて、予算も少なくて貧弱です。1 人 1 人の監督官は多くの事件を抱えています。

そういう実際がありますし、最終的に罰するためには、送検して検察が裁判にかけるかど

うか判断するわけですが、ここでも労働法が軽んじられている、つまり、労働法を犯して

も本当に罰せられるという風になかなかならないという、そういう法体系や仕組みが今の

日本にあるということを私どもは実感しています。だから、裁判所へ行って時間とお金と

労力を使うより、力をつけた方が早いというのが実感です。いざとなったら、ストライキ

を打って、使用者が困るような、労働組合がそんな力をつける方がずっと効果的で早いと

思います。 

発言者 
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全くその通りだと思います。何 10年も前から社会政策学会などでも、日本の法律は罰則

規定がなく、努力義務だけなので、こういうものを私の国（外国）では法律とは呼んでい

ませんなどという発言がありました。日本の場合、いろいろな法律を作りましたけれども、

平気で守らない人がいっぱいいるし、ILO（国際労働機関）の労働時間に関する条約のほと

んど批准していません。今、聞いていると末端までそんな感じになっているのですね。 

浅利さん 

私どもは当事者ですから、嘆いて終わるわけにはいかないのです。法律や仕組みを変え

ていくのは主に政治の仕事ですから、私どもはそんな中でも少しでも法律を使って、今あ

るいろいろな仕組みを上手に使って、１つ１つ、1 歩 1 歩、具体的に進むしかありません。

現に僕らは 30年間そうやって来たのです。それで何もやれなかったかというとそんなこと

はなくて、そこそこ、やって来て、むしろ昔より大きくなっています。 

村角さん 

労働局の話をしますと、外国人の英語の先生には有期雇用の方も結構います。2015 年で

したか、法改正で無期転換のルールができました。この間、5年で雇止めということがいく

つかありましたが、このルールに関して労働局は重く見て、学校に対して指導を出すこと

が割とあったと記憶しています。 

浅利さん 

労働局の指導・是正措置はさっきと同じで強制力がありません。しかし、我々の経験で

は、学校は文部省の認可が必要で、国からお金が出ているので、法律をちゃんと守らなけ

ればいけない、本当は、他でもみんなそうなのですが、特に学校はそういう事情から敏感

なのです。したがって、公的機関から「あなたのところ、これ法的に問題ありますよ」と

言われると、「そんなことは知るか」ときっぱりとはねつける学校はほとんどないですね。

そういうことで、強制力を持たない行政機関でも、効果を発揮することは珍しくないので

す。 

司会 

他にいかがですか。 

発言者 

判決の中身というか、請求の中身に関わって、先ほど、故意過失の話を村角先生の方か

らしていただいたと思うのですが、不法行為か、債務不履行か、最終的に裁判所は、社会

保険に加入しなかったことを不法行為として認めているという理解でよろしいのでしょう

か。 

村角さん 

はい。 

発言者 

その場合、実際に社会保険に入っていればこれだけ増えたとか、社会保険に入っていれ

ば使用者がこれだけ負担したなどということを参考にはするが、包括的に慰謝料という形

で請求を認めたものと判決を読んでよろしいですね。 

村角さん 

はい。 

発言者 

実は私が担当している係属中の労災事案では、工場で心疾患を発症して倒れられて、お

亡くなりになってしまったのですが、労災認定を遺族が申請したら、労基署が個人事業主

になっているからと、労働者性なし、過重労働なしということでした。労働者性なしのと
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ころは 1 審でかなり問題になり、裁判所としては、労働者性をきちんと認めるということ

になりました。それを前提に会社に申し入れをしています。過重労働のところは高裁で決

着をつけるつもりでいるのですが、なかなか認められていないものですから、何が労働者

としての損害なのかという辺りで、今日、この損害のところも興味深く、拝見しました。

実際に損害を計算しようとすると、困られませんでしたか。 

村角さん 

昔、年金の計算もしたことがありますが、将来もらえる年金の計算をしなければならな

いので、かなり厳しい計算をしたことがあります。 

発言者 

やっぱりそうですよね。ありがとうございます。 

発言者 

NOVA としては故意過失を争う話になると、実際、雇用の先生もいて、委託の先生もいる

という中で、何で委託の先生を設けたのかと、先ほど、意思決定の話で、委託の先生の方

が 3 割安いという話がありましたけれども、その辺りを出していかないと、反証にはなら

ない、却って、労働者性を評価するというか、労働者じゃない雇われ方の形態を選択した

あくどさみたいなことが出てきちゃうので、反論しなかったのかなと思いました。雇用の

先生と委託の先生と両方いる中で、わざわざ委託を設けているというところで、裁判所も、

故意有りで、いいじゃないかと、そんなざっくりとした判断をしているのかなと、そう読

ませていただきました。先ほど話されたように、同じ仕事をしているのに、敢えて雇用で

はないやり方をしているところが、すごくポイントで、やはり労働者性がストレートに問

題になる事案じゃなかったのかなと思いました。 

浅利さん 

そのことに関連して、委託の場合の経営側の売り文句は、「自由に、あなたの働きたい

ときに働く」、こういう話です。これは最近も聞く話で、ウーバーイーツでも、「多様な

働き方、あなたの働きたいときに働く」ということですね。でも、我々の知る限り、全部

とは言いませんが、実際に自分のやりたいときにはいつでも仕事を保障してくれて、自分

が働きたくないときには、「しなくていいよ」という、そんなところがあるか、と思いま

す。ちょっと聞くと耳障りはいいけれども、我々の知る限り、そんな自由はないですよ。

本当にそんな自由の有るところなど、我々は見たことはありません。それが実態だと思い

ます。何よりも、一事業者として扱われるので、労働者としての権利を全く失うというこ

とです。 

村角さん 

そう言えば、ウーバーイーツの配達の人に労災の特別加入という話が出ていましたが、

今、どうなっているかご存じの方いらっしゃいますか。 

浅利さん 

認められるのでしょう。正式にはまだですが、政府の方針は決まっているでしょう。 

司会 

労働政策審議会にかけて、了承されたかどうか確認していないですけれども、了承され

る方向で動いていると思います（＊後日、厚生労働省のサイトで確認したところ、6 月 18

日の労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会は、料理を宅配する「ウーバーイーツ」

などの自転車配達員とフリーの ITエンジニアについて、労災保険が利用できる特別加入制

度の対象とすることを了承し、厚労省による省令改正を経て、９月にも保険料の自己負担

で加入できるようになるとのことでした）。 
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他にいかがですか。なければ、私の方から、細かい点で恐縮ですが、報告要旨の「第３ 

事案の概要」のところに、「提訴の時点で、英会話講師６名の契約期間が既に終了してい

たため」とありますが、NOVAの場合の委託契約期間というのはどのくらいでしたか。 

村角さん 

1年で、それを更新していくわけです。 

司会 

「契約期間が既に終了していた」ということは、更新しようと思えば更新できるのだけ

れども、6名の講師の方は自ら更新の願いを出さなかったと、こういうことですか。 

村角さん 

そういうことです。ドレスコードも結構厳しくて、髭はだめ、タトゥーはもちろん駄目

です。他の英会話学校では、そのようなことはないところがほとんどですので、長期間は

働きにくいということだと理解しています。 

浅利さん 

一般的に言って、NOVAは定着率が低い会社です。 

司会 

わかりました。もう１点、他にも英会話学校はいくつかあると思うのですが、浅利さん

の話では、GABA が大手で最初に委託契約を始めたということでした。NOVA と GABA の違い

ですが、GABAの講師は全員委託契約ですか。 

浅利さん 

そうです。 

司会 

では、NOVA の場合は全員委託ではなくて、2 つの形態を設けている、その辺の事情はど

ころから来ているのでしょうか。 

浅利さん 

採用時に両方が提示されています。 

司会 

両方提示することのメリットが経営にとってあるのかということがちょっと分かりにく

いですね。経営の観点からは、委託の方が安ければ、最初から委託だけにした方がよいと

いう気もするのですが、それをわざわざ 2 つの形態を選択させているのは、なぜかなと思

います。NOVA 以外では、選択制が多いのか、それともどちらかに決めているのか、その辺

の事情は組合として把握されていますか。 

浅利さん 

GABAは全部業務委託ですが、もう今は、大手では業務委託は流行りません。 

司会 

なぜですか。 

浅利さん 

やっぱり、見る人が見ると業務委託はイメージも良くないのですよ。ただ、世間であま

り名前の知られていない中小の英会話学校は本当にたくさんありますから、そこでは委託

があります。契約書すらないところもありますからね。 

司会 

ありがとうございました。もう 1つ、細かい点です。提訴の時に請求したのは、1点目が

年休で、2点目・3点目が健康保険ですが、年金について請求しなかったのは、どういう事

情でしょうか。 
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村角さん 

年金の関係について、基本的に裁判所は受給権を得た時に初めて具体的に発生するとい

う考え方です。年金の裁判をするときには、だいたい 65歳を待つことになります。だから、

受給権が発生していない段階では、慰謝料などの可能性はゼロではないと思いますが、ち

ょっと難しいかなということです。 

司会 

なるほど、他にいかがですか。 

発言者 

大学の非常勤講師や NOVAなどの講師、公立高校の英語講師などがいますが、その辺の賃

金水準、時給で換算した水準について、分かっていれば、教えていただきたい。 

司会 

ゼネラルユニオンさんが組織されている学校での講師の時給、時間当たりの賃金水準の

ことですか。 

発言者 

運動を進める場合に、自分の組合のことだけを知ればよいということではないので、同

じ講師という職種、例えば、同じ英語を教えている場合でも、高校、中学、大学、NOVA な

どで、時給が多分違うと思うのですね。その辺のことは把握されていますか。 

浅利さん 

私どもの組合員については、毎年、毎年、要求を出しますから把握していますけれども、

全国的な統計、政府の統計などがないか調べたことはありますが、見つかったことがない

ですね。 

発言者 

では、要求はどういう内容で提出するのですか。 

浅利さん 

大学の場合非常勤講師が圧倒的ですから、個々の使用者に、今担当しているコマ数を切

り下げるなというのが要求の一番基本です。コマ数の維持、これが基本です。もちろん、

それぞれの大学の事情によって、その辺は変わります。コマ数を増やせとなるところもあ

れば、コマ数は一緒だが、単価を増やせとなるところもあれば、それは大学の事情と組合

の力との全体の中で、それぞれの組合の中で相談して決めます。 

発言者 

NOVAの場合も、コマ数や単価を上げろということですか。 

浅利さん 

NOVAの場合は 30分くらい説明しても分からないくらい、賃金体系が複雑怪奇です。 

村角さん 

契約形態もものすごく多いです。 

発言者 

そうですか、個人個人で違ったりする、酷いな。どうもありがとうございます。 

村角さん 

大学の非常勤講師などはコマ給ですね。 

発言者 

それは、大学にいて交渉したこともあるので、分かるのですが、NOVA などはどうなって

いるのでしょうか。 

村角さん 
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正社員で 20万円くらいですかね。週 40時間で。 

司会 

税込みで 20万円ですか。 

村角さん 

手取りで。 

浅利さん 

手取りです。 

司会 

税込みにしても、良くても 30万円行くか行かないかですね。 

浅利さん 

これは余談ですが、最低賃金があるでしょ。しばらく前までは、自分には関係ないこと

だと思っていた組合員が多いのですよ。ところが、よくよく計算してみると、自分は最低

賃金と無関係ではないということが、だんだん分かってきて、全体としては最低賃金の問

題に取り組まざるを得ないことになってきています。 

去年、こういう事があったのです。あるところで、労働者の権利に関するセミナーをや

りました。そうしたら、同じ学校で働いている正規の先生と非常勤で働いている ALT の方

が同じ会場で一緒になったのです。それで、その場で初めて、正規の先生が ALT の給料を

知って、そんなに安いのと驚愕したということです。つまり、ALTは、外から見るとそれな

りの給料を取っているように見えるらしく、持っていたイメージと実際があまりに違うの

で愕然とした、という話があります。 

司会 

ALTは基本的に派遣ですね。 

浅利さん 

いや、両方あります。派遣と地方自治体が直接任用する場合です。公務員ですから任用

ですね。 

司会 

そうすると、多分、派遣の方が安いのではないですか。 

浅利さん 

一般的にはそうですが、ただ同一労働同一賃金の流れで、これは派遣労働者にも適用に

なっていますから、実態がどうなっているのかを調べて、同じ仕事をやっていたら同じ賃

金を払えということですから、この辺の取り組みも我々はこれから強めることになると思

います。 

司会 

なるほど、他にいかがですか。 

発言者 

裁判をされる場合、多分、原告の方とのコミュニケーションは英語だったと思うのです。

先ほどのお話では、英語のできる弁護士も参加されていたということでしたが、どうして

も言語的な部分が非常に悩ましいなと思うことが多くて、しかも、もう少し話者の少ない

言語だったりすると、すごく困るなあということがあります。組合として、いつも組合員

さんとの意思疎通はどのようにされているのか、よろしければ教えていただきたい、弁護

団の方でも何かあったら教えていただければと思います。 

浅利さん 

ゼネラルユニオンの場合、結論から言うと、すごくうまくいっているわけではありませ
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ん。今のところ、組合内の第 1 公用語は英語です。例えば、大会とか執行委員会などの機

関会議は英語です。だから、英語の分からない人が溶け込んで参加するのはとても難しい

です。では、この組合は英語が公用語だから、英語の分かる人しか組合活動に参加できま

せんということにしてしまうと、絶対まずいので、その辺は、いろいろ工夫をしています。

たとえば、本部の事務所では、月、水、金の週 3 日は日本語で、火曜日と木曜日は英語の

日です。このように、週 3 回はできるだけ日本語を話すことにしています。あるいは、労

働組合の用語に詳しくて、日本語を教えることもできる外国人の組合員がいますから、そ

の人に先生として、組合の日本語を勉強したい役員を、週 1 回ズーム（Zoom）レッスンで

日本語の勉強をやってもらう、ということを今やっています。全体としては模索中です。 

村角さん 

組合員の中で英語以外の言語を話せる方はいますか。 

浅利さん 

いますよ。 

村角さん 

例えば、どういう言語ですか。 

浅利さん 

例えば、スタッフの１人にフランス人の女性がいます。その人は、仕事で英語を教えて

いて、母国語はフランス語で、いま日本の大阪にいますから３カ国語、英語とフランス語

と大阪弁・日本語をしゃべります。 

村角さん 

スペイン語の方もいるのですね。 

浅利さん 

そうですね。しかし、相談などでスムーズに対応できるには、いまのところゼネラルユ

ニオンとしては英語だけですね。 

司会 

他にいかがですか。労働者性の問題を考えるときに、日本の労働基準法や労働組合法の

労働者概念だと、ウーバーイーツの配達員のような、これからも広がるのではないかと思

われる個人請負や委託で働く人になかなかうまく対応しにくいのではないかと思います。

もう少し労働者概念を拡張すると言いますか、広げて考える、そういう議論についてはい

かがでしょうか。弁護士としていろいろな事例に当たる中で、どういう風に労働者概念を

広げるべきか、その辺についてのご意見はいかがでしょうか。 

村角さん 

私も広げた方がいいと思いますが、日本の法律を変えないと広がらないですね。厚労省

も海外と比較したりしていますが、私も何か考えを持っているわけではないので、例えば、

日本の法律では、ウーバーイーツの配達員の方を労働者というのはなかなか難しいのかな

と思います。労働者概念として別の類型をつくるとか、何かそういう形にならないとウー

バーイーツの方は、労働法では保護されないのかなと、労災保険の特別加入も基本的には

労働者ではないということなので、そうですね。 

発言者 

私は基本的に、出来るだけ経済的な従属性のところをメインに広げたらいいのではない

かという風に思っています。その辺りはまだ十分に検討が出来ているわけではありません

が、広げた方がいいとは思っています。広げることで行政機関がもう少し判断できるよう

になってほしいなと思います。実態に立ち入って調査して、認定が出来るというところま
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で行政機関が対応できると、労働者の救済範囲が広くなるのではないかと思っています。 

発言者 

1点だけ。大学で本務を持っていて、他大学で非常勤講師をやってくれないかということ

で、頼まれてやることがあります。もともと、普通の賃金をもらっていて、＋αが非常勤

講師、そういうことが昔は非常に多かったわけですね。私も非常勤講師をしていましたが、

たとえば、1月 1万円くらいのべらぼうに安い賃金でした。もちろんそんな賃金で食えるは

ずもなく、本務校でもらえるから何とかやって行けるのですが、こうした状況はいろいろ

な意味で響いて、非常勤講師の給与は安くてよいということは根が深い気がしますね。日

本の非常勤講師の給与がべらぼうに安いので、週何コマかやっても食べていけない、最近

そういう人が増えているので、相当深刻な気がしています。特にこれが最低賃金と絡んで

来ているようですから、調べてもらいたいです。 

司会 

他にいかがですか。なければ、予定よりかなり早いですが、研究会を終了してもよろし

いでしょうか。それでは、浅利さん、村角さん、報告と質疑・意見交換、ありがとうござ

いました。 

浅利さん 

ありがとうございました。 

村角さん 

ありがとうございました。 

（＊以上、質疑応答等の時間約 65分） 

 

 

報告要旨・資料 1～３（19頁～81頁に掲載）   略 

 

 

 

 

 

 

 

 

aichi
テキストボックス



1 

【2021年 7月 10日愛知労働問題研究会】 

 

「英会話講師の労働者性について（ＮＯＶＡ事件報告）」 

 

報告者 弁護士 村角明彦 

ゼネラルユニオン委員長 

浅利俊明 

 

第１ 問題の背景（浅利俊明） 

 

第２ 提訴（２０１６年９月２０日）（村角明彦） 

 １ 管轄（合意管轄）の問題 

 ２ 打ち合わせの問題 

 ３ 訴訟物の問題（後述） 

 ４ 労働者性について 

  ・労働基準法研究会報告（昭和６０年１２月１９日）（資料１） 

  ・労働者性検討専門部会報告（平成８年３月） 

  ・労使関係法研究会報告（平成２３年７月） 

  ・労働委員会命令 

  ・「労働者概念の再構成」川口美貴著 

  ・「労働者の基本概念」橋本陽子著 

    

第３ 事案の概要 

   ＮＯＶＡの英会話講師６名について、業務委託契約とされていたのは形式

上にすぎず、実質的には労働契約であるとして、労働者性（労基法等）を争

った事案です。英会話学校として有名なＮＯＶＡ（駅前留学）では、例え

ば、２０１５年にＮＯＶＡの英会話講師となった約２２０名中約１９０名

（９割近く）が業務委託契約とされていました。この事案の特徴は、労働契

約の講師であっても、業務委託契約の講師であっても、仕事の内容や規律が

ほぼ同じであったことです。 

   ２０１６年９月２０日の提訴時点で、英会話講師６名の契約期間が既に終

了していたため、ＮＯＶＡに請求したのは、以下の内容でした。 

 

①労働者であれば年次有給休暇の申請ができたのにＮＯＶＡは業務委託契約

として取り扱うことで違法にその行使を妨げたことに対する慰謝料請求 

②労働者であれば健康保険に加入させなければならなかったのに、加入しな 

かったことに対する慰謝料請求 
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③健康保険に加入しなかったため、健康保険料より高い国民健康保険料を支 

払わなければならなかったことに対する損害賠償請求 

 

第４ 第一審判決（名古屋地判令和元年９月２４日、資料２）のポイント 

 １ はじめに 

   判決では、英会話講師６名全員に労働者性が認められ、①については全員（

契約期間に応じて１０万円～２０万円）、②については週所定労働時間が短い

１名を除く５名について認められました(３～１５万円)。③の事情がある講

師らは、②の判断で考慮されました。 

   判決のポイントは以下のとおりです。 

 ２ 労基法上の労働者性について 

   以下の事情等から、労基法上の労働者に当たると判断されました。 

 

・雇用講師と同じように、レッスンの進め方が具体的に指示されていたこと、

レッスン場所やスケジュールの変更があること、他校のヘルプとして契約外

のレッスンに従事することがあること等の業務遂行上の指揮監督 

・個別のレッスンについて諾否の自由はないこと 

・勤務場所・時間の拘束が認められること（レッスンに空きがあれば販促業務

や清掃業務等を行わなければならなかったこと） 

・報酬が一定時間労務を提供したことに対する対価とみることができること 

・時間的な余裕がないことから、兼業が事実上困難であり、専属性は高いこと 

 

３ 健康保険法上の被保険者 

当時の健康保険の加入条件として、内かんのいわゆる「おおよそ４分の３ 

ルール」がありました。常勤の講師の週所定労働時間は４０時間、５名の講師

については週２９時間２０分（１レッスン４４分の週４０レッスン、１レッス

ンの４分は事務処理時間）でした。１レッスンの事務処理時間が１分多くかか

れば（４５分）、週３０時間になること等もふまえて、健康保険法上の被保険

者であることが認められました。 

 

   第一審判決は、提訴から約３年が経ってからなされましたが、これには以下

の理由がありました。尋問を終え一旦弁論は終結しましたが、裁判官の意向に

より、弁論が再開され、双方に求釈明事項の検討を求めました。求釈明事項に

は、年次有給休暇に関する８割以上出勤要件や損害論についての補充も含ま

れていました。当初裁判官は請求棄却の判決を書こうとしていたところ、検討

を進めるにつれ、どうも原告らの請求が認められそうという判断に至り、弁論

を再開したのではないかと思います。 
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第５ 控訴審判決（名古屋高判令和２年１０月２３日、資料３）について 

   ＮＯＶＡは第一審で担当した弁護士（名古屋の事務所所属）を変え、新たな

弁護士（東京の事務所所属）で控訴審に臨みました。控訴審におけるＮＯＶＡ

の主張は、第一審とさほど変わらず、その後、口頭弁論期日が終結しました。 

   控訴審では、和解についての話合いがありましたが、双方労基法上の労働者

性について譲歩する余地がありませんでしたので、和解に至らず判決に至り

ました。 

   判決ではＮＯＶＡの控訴が棄却されました。第一審判決の内容と大きく変

わった判断はありませんでしたが、労基法上の労働者性に関しては、第一審よ

りも、指揮監督関係について、労働契約の講師と同等の指示があるという点が

強調されていました。 

   その後、ＮＯＶＡの代理人から連絡があり、上告はしないということで、判

決は確定しました。 

 

第６ 判決確定を受けて（浅利俊明） 

 

【参考資料】労働判例１２３７号１８頁 

以上 
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運営委員会からのお知らせ 

 

１．会報第 20 号です。これまでと同様に、第 20 回定例研究会の報告と質疑応答等を録音

したものをできるだけ反訳（読みやすく整理）して掲載しました。ご意見・感想等を愛

知労働問題研究会（aichiromonken@gmail.com）までお寄せください。 

 

２.会員および会計状況 

  8 月 1 日現在の会員数は 34（31 個人、3 団体）です。会員名簿および会計（収支）状

況は、愛知労働問題研究会の Googleドライブにある「会員名簿」および「会計」という

フォルダに入れてあります（適宜更新します）。会員名簿または会計状況を閲覧したい

会員は、当該フォルダの共有（共有アイテム）設定をすれば閲覧できますので、Google

アカウントを作成したうえで、愛知労働問題研究会までアカウント（メールアドレス）

をお知らせください。  

 

３．９月に予定していた定例研究会は、報告者が確保できていないため、開催しないこと

としました。次回の定例研究会は 11月です。日にちは未定ですが、検数労連名古屋支部

の報告を予定しています。詳細が決まり次第、改めてメーリンリストなどでお知らせし

ます。 

           

  以上 




